
わかものハローワーク業務再開のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急事態宣言解除の
発令により、わかものハローワークは、６月1日（月）より
業務を再開いたします。

支援メニュー、月間スケジュール等については、各わかもの
ハローワークホームページで確認していただくか、直接お問い
合わせください。

４月１４日（火）より、臨時閉庁しておりましたが、ようや
く再開の目途がたちました。
「正社員」で働きたい方（概ね３４歳以下の若年者）の就職
活動を豊富な就職支援メニューでサポートしていきますので、
ぜひご利用ください。


